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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       向     貴 代 治 君

  

事 務局書記 助  田  有  二 君

 

○議事日程（第１号） 

  平成21年９月８日  午後２時00分開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  会期の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  請願第15号の取り下げについて 

 日程第５ 

  議案第72号 平成21年度内灘町一般会計補正予算（第４号） 

  議案第73号 平成21年度内灘町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

  議案第74号 平成21年度内灘町新エネルギー事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第75号 平成21年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  議案第76号 平成21年度内灘町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  議案第77号 平成21年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  議案第78号 内灘町職員の再任用に関する条例について 

  議案第79号 内灘町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

  議案第80号 財産の取得について 

        〔土地の取得：河北郡内灘町白帆台２丁目１番 外１筆〕 

  議案第81号 財産の取得について 

        〔指揮車 １台〕 

  議案第82号 財産の取得について 

        〔スクールバス １台〕 

  議案第83号 財産の取得について 

        〔教育用パソコン〕 

  議案第84号 財産の取得について 

        〔地上デジタルテレビ・電子黒板〕 

  認定第１号 平成20年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定について 

  認定第２号 平成20年度内灘町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第３号 平成20年度内灘町霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第４号 平成20年度内灘町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第５号 平成20年度内灘町新エネルギー事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第６号 平成20年度内灘町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第７号 平成20年度内灘町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 



 －3－ 

 

  認定第８号 平成20年度内灘町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第９号 平成20年度内灘町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第10号 平成20年度内灘町水道事業会計決算認定について 

  報告第８号 平成20年度決算に基づく内灘町健全化判断比率等について 

  報告第９号 専決処分の報告について 

  提案理由の説明 

 日程第６ 

  議会議案第６号 内灘町決算特別委員会の設置について 

 日程第７ 

  選任第10号 内灘町決算特別委員会委員の選任について 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○開会・会議 

           午後２時00分開会 

○議長【能村憲治君】 ただいまの出席議員

は16名であります。よって、会議の定足数に

達しておりますので、これより平成21年第３

回内灘町議会定例会を開会し、直ちに本日の

会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【能村憲治君】 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第120条の規定により、議長において、12番

八田外茂男議員、13番中川達議員を指名いた

します。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会期の決定 

○議長【能村憲治君】 日程第２、会期の決

定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、

本日から９月17日までの10日間といたしたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 異議なしと認めます。

よって、会期は本日から９月17日までの10日

間と決定をいたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、

お手元に配付いたしました案のとおりであり

ますので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【能村憲治君】 日程第３、諸般の報

告を行います。 

 今期定例会に説明のため説明員として出席

するよう地方自治法第121条の規定により要

求いたしましたところ、説明のため出席をし

ている者の職、氏名は、別紙説明員一覧表と

してお手元に配付しておきましたので、ご了

承願います。 

 次に、監査委員から平成21年７月分の例月

出納検査結果の報告がありましたので、写し

をお手元に配付しておきましたから、ご了承

願います。 

 次に、町長から地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１

項の規定により、平成20年度決算に基づく内

灘町健全化判断比率等についての提出があり、

報告第８号として議案につづってありますの

で、ご了承願います。 

 また、地方自治法第180条第２項の規定に

より、専決処分の報告について提出があり、

報告第９号として議案につづってありますの

で、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○請願の取り下げ 

○議長【能村憲治君】 日程第４、請願第15

号の取り下げについてを議題といたします。 

 昨年の９月定例会で受理されました請願第

15号新エネルギー低炭化水素酸素ガスを燃料
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として使用する新技術における研究成果につ

いて、国での早急な検証、精査と認証を求め

る請願は、所管の産業建設常任委員会に付託

し継続審査となっていましたが、８月31日、

請願者より取り下げる旨の申し出がありまし

た。 

 お諮りいたします。取り下げを承認するこ

とにいたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 ご異議なしと認めま

す。よって、請願第15号は取り下げることに

決定をいたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【能村憲治君】 日程第５、議案第72

号平成21年度内灘町一般会計補正予算（第４

号）から議案第84号財産の取得について〔地

上デジタルテレビ・電子黒板〕まで及び認定

第１号平成20年度内灘町一般会計歳入歳出決

算認定についてから認定第10号平成20年度内

灘町水道事業会計決算認定についてまでの23

議案を一括して議題といたします。 

 なお、今定例会に提出された議案につきま

してはお手元に配付してあります議事日程第

１号に記載のとおりでありますので、ご了承

願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【能村憲治君】 提出議案に関し、こ

れより町長から提案理由の説明を求めます。

八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 本日ここに、平成

21年第３回内灘町議会定例会を招集しました

ところ、議員各位におかれましては、ご多忙

中にもかかわらずご参集を賜りまして、まこ

とにありがとうございます。 

 本定例会にご審議をお願いいたします議案

の概要についてご説明申し上げ、議員各位並

びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

 ８月30日執行された衆議院議員総選挙の結

果は、民主党が圧勝し、歴史的政権交代をも

たらすことになりました。世界同時不況の中

で、社会全体に漂う閉塞感と将来への不安、

年金問題などが象徴する国政への不信感など

が、雪崩を打って選挙結果にあらわれたので

はないでしょうか。とにかく一度は政治を変

えてみようという国民の意識が根強かったと

感じております。 

 今、最大の課題は、日本経済を着実な回復

軌道に乗せることで、雇用情勢の悪化を考え

れば、切れ目のない景気対策が求められます。

新政権では、本年度予算も含め予算全面見直

しの報道もされています。 

 本町では、国の平成21年度第１次補正予算

に基づいて多くの関連予算を計上しておりま

す。これらはいずれも町としては重要な事業

であり、国の説明や指示に従い準備を進めて

きたものであります。新政権としても事業の

裏づけとなる財政措置に責任を持っていただ

きたいと思います。 

 今回の選挙戦では、国と地方のあり方を問

う「地方分権」も大きく取り上げられ、各党

マニフェストでもその方向性が示されました。

中央集権から地域主権へとより住民の近いと

ころに権限と予算を移し、地域課題に地域が

みずから考え行動することは、今や当然の流

れとも言えます。 

 地域が主体性を発揮をし、多様性と創造性

のあふれた社会の実現、活気に満ちた地域社

会を構築する上で、税源移譲、地方交付税等

の地方財源措置の確保を強く求めていくと同

時に、町としての政策形成力や実行力をより

高めていく必要性を強く感じているところで

あります。 

 今年度の町総合防災訓練について、10月11

日に鶴ケ丘地区を対象として実施をします。

今回は、新たに昨年度から取り組んできた災
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害時要援護者支援プランに対応した訓練を取

入れます。この災害時要援護者支援プランで

は、現在、高齢者や障害を持たれた方など、

災害時の避難手段に不安を持たれる600人余

りを共助希望者名簿に登載しています。この

プランによって、風水害や地震等の災害の際、

要援護者の避難支援を迅速かつ的確に行うた

め、平常時から要援護者に関する情報把握、

防災情報の伝達手段、伝達体制の整備及び避

難誘導等の支援のあり方を確立するものであ

ります。 

 義務教育施設である小中学校の耐震化につ

いては、国を挙げての最重要課題となってい

ます。 

 本町では、平成20年度の繰越事業で実施を

した西荒屋小学校耐震補強工事及び大規模改

修工事の本体工事が、本年８月までに終えた

ところであります。これにより、小中学校耐

震化率は100％となり、すべての児童生徒が

安心して勉学に集中できる施設として整備が

できました。それと同時に、地域住民の災害

時緊急避難所としての機能も十分備えること

ができました。 

 また、西荒屋小学校耐震補強工事等に際し

ての学校備品や教材等の引っ越し作業につい

て、西荒屋、室、湖西の校下住民の方々に多

大なご協力をいただきました。学校が地域の

核となり、また地域が学校及び児童生徒を支

えるこれら活動に、心からお礼を申し上げま

す。 

 町では、環境政策として内灘町地球温暖化

対策実行計画を策定し、地球温暖化防止に向

けた取り組みを積極的に推進していくことに

しております。 

 今計画では、温室効果ガスの９割以上を占

めている二酸化炭素排出量の数値目標を掲げ、

平成17年度を基準に、平成26年度には二酸化

炭素排出量を８％削減する目標としています。

とりわけ、町庁舎及び学校の電気使用量が多

く、スクールニューディール構想での太陽光

発電設備の設置や施設冷暖房燃料使用量の抑

制等、二酸化炭素排出量の削減に向け鋭意取

り組んでいく所存であります。 

 白帆台地区商業用地に係る企業誘致につい

て、コンビニ最大手のセブン－イレブン・ジ

ャパンと県内出店第１号となる覚書を交わし

ました。この出店が、大型商業事業者進出の

足がかりとして、企業誘致が一段と早まるこ

とを強く念願するものであります。 

 今後は、一日でも早い商業施設誘致を結実

させることに力を注いでまいります。 

 現下の不況により町内中小企業の経営状況

が極めて深刻化しており、平成20年２月から

中小企業経営支援利子補給率を0.5％から

1.0％に引き上げいたしました。現在、なお

景気回復に至らず、申請件数、金額とも昨年

から３倍強の申請がふえております。利子補

給率については、来年度も引き続き1.0％を

補給し、中小企業者の支援を継続する方針で

あります。 

 次に、町財政状況についてであります。 

 平成20年度決算が出そろい、各会計の決算

認定を今議会に付するところであります。 

 平成18年度から最重要課題として取り組ん

できた行財政改革について、議員各位並びに

町民の皆様のご理解、ご協力を得て、行財政

改革実施計画、集中改革プランによる改革を

推進し、危機的状況は脱したと考えておりま

す。この成果として、平成16年度から毎年２

億円から３億円の財政調整基金の取り崩しを、

平成20年度では7,400万円にまで抑えること

ができました。 

 財政の健全化を示す健全化判断比率につい

ても、実質赤字比率及び連結実質赤字比率で

は収支赤字が生じておらず、実質公債費比率

及び将来負担比率につきましても早期健全化

基準を大きく下回っております。また、平成

19年度から見ても数値が好転するなど、健全

化判断比率では健全財政であると言えます。 

 しかしながら、財政基盤がまだまだ安定し
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ているわけではありません。国予算の全面的

見直しに地方財政がどう影響を受けていくの

か、また、安定した財源確保ができるのか、

国政の動向をしっかりと見据えていかねばな

りません。 

 今後の行財政運営に当たっては、町民主体

の、町民の視点を取り入れ、一層の行政経営

の効率化を進め、町民の負託にこたえられる

自治体経営に取り組むとともに、「町民が元

気で誇りを持てる魅力ある内灘町の創造」に

向けて、全身全霊をかけて町政運営に当たる

覚悟であります。議員各位を初め町民の皆様

のご理解、ご支援をお願いいたします。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

説明を申し上げます。 

 議案第72号 平成21年度内灘町一般会計補

正予算（第４号）につきましては、歳入歳出

それぞれ５億3,056万3,000円を追加し、歳入

歳出の総額をそれぞれ85億6,403万円とする

ほか、地方債の追加及び変更、繰越明許費を

あわせて計上するものであります。 

 国の追加経済対策となる平成21年度第１次

補正予算に係る地域活性化・公共投資臨時交

付金等の活用及び関連施策について申し上げ

ます。 

 ６月議会では、同交付金及び地域活性化・

経済危機対策臨時交付金の補正予算を議決を

いただき、町の緊急性の高い事業や次年度以

降に予定をしていた事業を前倒しして取り組

んできたところであります。この追加対策に

おける町の対象事業の概要が固まったことか

ら、関連する予算を追加計上するものであり

ます。 

 昨年末から、派遣切りや雇用問題は大きな

社会問題になっています。石川県において、

本年７月の有効求人倍率は、1963年以来、過

去最低の0.47倍、完全失業率が４月から６月

平均4.4％となるなど、雇用情勢は引き続き

厳しい状態が続いています。本町でも石川県

の助成金を活用し、この緊急雇用対策に対応

するものであります。 

 緊急雇用創出事業及びふるさと雇用再生特

別基金事業を活用して、５つの雇用創出業務

を計画しております。この緊急雇用対策では、

前年度を含む23年度までに、延べ80人程度の

雇用を創出し、総額１億円余りの財政効果を

見込み、雇用の確保、景気浮揚に資するもの

であります。 

 追加公共投資の地方公共団体の負担額に応

じて配分される地域活性化・公共投資臨時交

付金については、これを内灘町総合体育館施

設耐震改修・省エネ工事、バリアフリー工事

費等に充てるとともに、スタジオやキッズル

ームを備えた総合型地域スポーツクラブの拠

点として整備を進めるものであります。 

 加えて、町単独事業の西荒屋室53号線道路

改良工事にも充当いたします。 

 子育て世帯へのさらなる支援として、３歳

から６歳までの就学前の児童がいる世帯に対

し、１人当たり３万6,000円の子育て応援特

別手当を支給するものであります。未来投資

につながる子育て支援の一環として、特定年

齢の女性を対象に、乳がん、子宮がんの無料

検診を実施をし、がん検診の受診促進を図り、

がんの早期発見と正しい知識の普及啓発を行

い、健康増進を図ります。 

 環境教育の一環として、環境モデル校に指

定した鶴ケ丘小学校では、先行して太陽光発

電設備の設置工事を進めているところであり

ます。これを新たに全小学校に広げ、５キロ

ワットの太陽光発電設備を配備するものであ

ります。 

 また、新学習指導要領の改訂で、授業時間

数の増加に対応するため、各小中学校に理科

教材を追加整備いたします。 

 次に、国の追加経済対策に係る補正予算関

連以外に計上した補正予算の主な内容であり

ます。 

 歳入では、普通交付税が大幅な減額補正と

なりました。これは、基準財政収入額が当初
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見込みより高く算定されていること等が主な

要因であります。また、国の地方道路整備臨

時交付金が地域活力基盤創造交付金に改めら

れたことにより、事業費の振りかえ、追加、

基金繰入金及び前年度繰越金を計上いたしま

した。 

 歳出補正につきましては、議会関係では、

各常任委員会等の先進地視察に係る特別旅費

等を計上いたしました。 

 総務費関係では、職員育児休暇及び事務量

の増加に伴う派遣労働者の受入経費、地域活

力基盤創造交付金を活用して防犯パトロール

車及び災害用資機材運搬車の購入費を計上い

たしました。 

 衛生費関係では、住宅用太陽光発電システ

ム設置費補助金について、現在、申請件数の

増加から増額補正するものであります。また、

地域エネルギービジョン策定事業費にＮＥＤ

Ｏからの補助金決定があったことから、一般

財源の財源振替を計上いたしました。 

 商工費関係では、中小企業経営支援利子補

給額の申請件数の増加から増額補正いたしま

した。 

 土木費関係では、地方道路整備臨時交付金

が地域活力基盤創造交付金事業となったこと

により、財源の振替措置及びアカシア向粟崎

67号線道路築造工事費等、また、内灘北部地

区土地区画整理組合からの受託事業費の追加

工事等を計上しました。 

 消防費関係では、安全で災害に強い地域づ

くり推進事業助成金を受け、軽可搬ポンプ及

び自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入費を計

上いたしました。 

 地方債の補正につきましては、新たに内灘

町総合体育館整備事業の追加及び小学校施設

整備事業並びに臨時財政対策債の限度額の変

更措置を講ずるものであります。 

 繰越明許費につきましては、内灘町総合体

育館改修事業の完了事業年度を平成22年度に

見込んでいることから、事業費の繰越措置を

講ずるものであります。 

 以上が一般会計の主な補正予算の大要であ

ります。 

 議案第73号 平成21年度内灘町公共下水道

事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、平成20年度の消費税及び地方消費税の

確定による所要の補正であります。 

 議案第74号 平成21年度内灘町新エネルギ

ー事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、風力発電施設修繕費等の補正であり

ます。 

 議案第75号 平成21年度内灘町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、平成20年度分の決算の確定及び平成21年

度分の概算払いの確定並びに出産育児一時金

の４万円増額等に伴う所要の補正であります。 

 議案第76号 平成21年度内灘町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、平成20年度分の決算の確定に伴う所要

の補正であります。 

 議案第77号 平成21年度内灘町介護保険特

別会計補正予算（第２号）につきましては、

平成20年度分の決算の確定に伴う所要の補正

であります。 

 議案第78号 内灘町職員の再任用に関する

条例につきましては、地方公務員法の一部改

正に伴い、本町職員の60歳定年退職者に再任

用制度を導入するため、新たに条例を制定す

るものであります。 

 議案第79号 内灘町国民健康保険条例の一

部を改正する条例につきましては、健康保険

法施行令等の一部改正に伴い、平成21年10月

から平成23年３月までの間における出産育児

一時金を35万円から39万円に引き上げるもの

であります。 

 議案第80号 財産の取得につきましては、

商業施設用地として、内灘町内灘北部地区土

地区画整理組合と土地購入契約を締結するた

めのものであります。 

 議案第81号 財産の取得につきましては、
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消防指揮車の購入に際し、指名競争入札の結

果、落札者となった企業と物品購入契約を締

結するためのものであります。 

 議案第82号 財産の取得につきましては、

スクールバスの購入に際し、指名競争入札の

結果、落札者となった企業と物品購入契約を

締結するためのものであります。 

 議案第83号 財産の取得につきましては、

教育用パソコンの購入に際し、指名競争入札

の結果、落札者となった企業と物品購入契約

を締結するためのものであります。 

 議案第84号 財産の取得につきましては、

地上デジタルテレビ及び電子黒板の購入に際

し、指名競争入札の結果、落札者となった企

業と物品購入契約を締結するためのものであ

ります。 

 次に、認定第１号から認定第10号までの10

件の認定につきましては、平成20年度内灘町

一般会計、特別会計及び水道事業会計の決算

認定に関する案件でありまして、それぞれ監

査委員の意見をつけて議会の認定に付するも

のであります。 

 報告第８号 平成20年度決算に基づく内灘

町健全化判断比率等につきまして、内灘町健

全化判断比率及び資金不足比率を算定したの

で、監査委員の意見をつけて報告するもので

あります。 

 報告第９号 専決処分の報告につきまして

は、平成20年７月28日の大野川水害による損

害賠償について、相手方と和解し、専決処分

をしましたので報告するものであります。 

 以上が、今回提案いたしました議案の提案

理由並びにその概要であります。何とぞ慎重

にご審議をいただき、適切なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げ、私の説明を終わり

ます。 

 ありがとうございました。 

○議長【能村憲治君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【能村憲治君】 これより提出議案に

対する質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。──質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【能村憲治君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第72号平

成21年度内灘町一般会計補正予算（第４号）

から議案第84号財産の取得について〔地上デ

ジタルテレビ・電子黒板〕までの13議案は、

お手元に配付いたしてあります議案付託表の

とおり、所管の各常任委員会に付託いたした

いと思います。これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 ご異議なしと認めま

す。よって、各議案は議案付託表のとおり所

管の各常任委員会に付託することに決定をい

たしました。 

 なお、継続審査となっております請願第21

号、請願第22号、請願第25号については、付

託委員会のほうで審査をお願いをいたします。 

 次に、今定例会までに受理しました請願第

27号 「安心社会実現のため22年度予算の確

保を求める意見書」の提出を求める請願につ

いては、お手元に配付の請願・陳情文書表の

とおり所管の常任委員会に付託いたしますの

で審査をお願いをいたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○決算特別委員会の設置 

○議長【能村憲治君】 日程第６、議会議案

第６号内灘町決算特別委員会の設置について

を議題といたします。 

 お諮りいたします。認定第１号平成20年度

内灘町一般会計歳入歳出決算認定についてか

ら認定第10号平成20年度内灘町水道事業会計

決算認定についてまでの各決算10件について

は、お手元に配付の案のとおり７人の委員を
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もって構成する内灘町決算特別委員会を設置

して、これに付託の上、閉会中の継続審査と

することにいたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 ご異議なしと認めま

す。よって、認定第１号から認定第10号まで

の各決算10件は、７人の委員をもって構成す

る内灘町決算特別委員会を設置し、これに付

託の上、閉会中の継続審査とすることに決定

をいたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○決算特別委員会委員の選任 

○議長【能村憲治君】 日程第７、選任第10

号内灘町決算特別委員会委員の選任を行いま

す。 

 お諮りいたします。ただいま設置されまし

た内灘町決算特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第１項の規定により、

お手元に配付いたしました名簿のとおり指名

したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 ご異議なしと認めま

す。よって、内灘町決算特別委員会の委員は、

お手元に配付の名簿のとおり選任することに

決定をいたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【能村憲治君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。議案調査のため、明９

日は休会にいたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 ご異議なしと認めま

す。よって、明９日は休会とすることに決定

いたしました。 

 次回の本会議は10日午前10時から開き、町

政に対する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後２時33分散会 

 


